
★補助執行の考え方

補助執行なし 補助執行あり

まなび推進課

地域学習係
市民協働推進課

生涯学習係

市長公室長教育委員会事務局長

まなび推進課長 市民協働推進課長

地方自治法第180条の7

　普通地方公共団体の委員会･･･は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協
議して、･･･普通地方公共団体の長の補助機関である職員･･･をして補助執行･･･させることができる。（以
下、省略。）

権限と責任は教育委員会にある 権限と責任は市長にない

教育長

教育委員会 市　　長
補助執行の協議 

(法180条の7) 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

指
揮
・
命
令

 

 １ 生涯学習の総合企画及び推進に関すること。 

 ２ 公民館の整備計画及び総括管理に関すること。 

 ３ 生涯学習の調査研究に関すること。 

 ４ 生涯学習に係る各行政部門の総合調整に関すること。 

 ５ 生涯学習の啓発に関すること。 

 ６ 生涯学習推進本部に関すること。 

 ７ 生涯学習団体の育成及び支援に関すること。 

１ 社会教育の基本計画及び総合調整に関すること。 

２ 社会教育委員に関すること。 

３ 社会教育指導者の養成に関すること。  

４ 社会教育関係団体の育成に関すること。 

５ 成人及び青少年の教育に関すること。 

６ 社会教育に関する調査及び統計に関すること。 

７ 社会教育広報に関すること。 

８ 視聴覚教育に関すること。 

９ 教育キャンプ場の管理及び運営に関すること。 

10 バスの使用に関すること。 


